
 

 

【一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策】 

＜「希望出生率1.8」に直結する緊急対策＞ 

（1）結婚から妊娠・出産、子育てに至る各段階の負担・悩み・不安を切れ目なく解消するための支援の充実 

① 不妊治療への助成拡大                    ７．１億円 

初回の助成額の増額と男性不妊治療の助成を拡大する。 

② 入院児童等家族宿泊施設の整備                 ７．７億円 

小児がん等により長期入院を要する子ども等について、家族の経済的負担を軽減す

るとともに、子どもの情緒不安を解消するため、家族が宿泊し、子どもとのふれあい

ができる部屋を医療機関等に整備する。 

（2）多様な保育サービスの拡大と保育人材等の確保 

① 待機児童解消を確実なものとするための保育所の整備等（「待機児童解消加速化プラン」の前倒し） ５０１億円 

待機児童解消を確実なものとするため、平成29年度末までの保育拡大量を40万人か

ら50万人に拡大し、新たに小規模保育事業所の整備に要する費用の一部を補助する事

業を創設するとともに、「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育所等の整備など

の前倒しを図るための補助を行う（安心こども基金を積み増して実施）。 

② 防音対策のための補助                      ９．２億円 

近隣住民等に配慮した防音対策のため、保育所等の防音壁設置に係る補助を行う。 

③ 保育人材確保のための取組の推進                 ７１４億円 

保育士の業務負担軽減のための保育補助者の雇上費についての貸付や、事務の省力

化のための保育所のICT化を支援することにより、勤務環境の改善を図るとともに、資

格取得のための修学資金貸付の強化や潜在保育士の再就職時の就職準備金等について

貸付を行う（貸付については、一定の条件を満たした場合に返還免除）。 

また、保育士の人件費について、国家公務員の給与改定に準じた内容を公定価格に

反映することにより、保育士等の待遇改善を図る（内閣府予算に計上）。 

④ 放課後児童クラブにおける勤務環境の改善                     ７．９億円 

放課後児童クラブが、放課後児童支援員等の事務負担の軽減のためにパソコン等を

購入する際にその費用について支援する。 

平 成 ２ ７ 年 度 補 正 予 算 の 概 要 
（ 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 ） 
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（3）子育てが困難な状況にある家族・子ども等への配慮・対策等の強化 

① ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付            ８５億円 

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を

目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金・就職準備金を貸し付け、これらの者の

修学を容易にすることにより、資格取得を促進し自立の促進を図る（貸付については、

一定の条件を満たした場合に返還免除）。 

② ひとり親家庭の相談窓口等の充実に必要な備品購入等       ７．７億円 

ひとり親家庭に対し、行政の支援が確実につながるよう、相談窓口の周知や集中相

談体制の整備を行うため、必要な備品の購入費用等の補助を行う。 

また、ひとり親家庭の子どもに対し、学習支援や食事の提供等を行う場所を開設す

るため、必要な備品の購入費用等の補助を行う。 

③ 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付        ６７億円 

児童養護施設等を退所し、就職や進学する者等の安定した生活基盤を築き、円滑な

自立を実現するため、家賃相当額の貸付及び生活費の貸付を行う。また、児童養護施

設等の入所中の子ども等を対象に、就職に必要な各種資格を取得するための経費につ

いて貸付を行う（これらの貸付については、一定の条件を満たした場合に返還免除）。 

④ 一時保護された子どもの処遇向上のための環境整備        １２億円 

一時保護された子どもの処遇向上を図るため、一時保護所及び一時保護委託先とな

る児童養護施設等の環境改善等を図る。 

⑤ 児童養護施設等の小規模化等のための整備            １０億円 

子どもをより家庭的な環境で育てることができるよう、児童養護施設等の小規模化

や、施設機能の分散化等を進めるとともに、入所中の子どもの退所に向けた準備をす

るために、小規模グループケアで一定期間、自立支援のための訓練を行う場所を整備

する。 

⑥ 児童養護施設等における学習環境改善              ２．０億円 

就職や大学等進学に向けた学習環境を整えるため、児童養護施設等に入所中の子ど

も等が利用できるパソコンを設置する。 

  

【その他】  

  ○ 児童保護費負担金等の追加財政措置              １３億円 

平成27年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に伴う児童養護施設等の職員

の給与改善について、所要の追加財政措置を行う。 
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不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
の
改
善
（
前
倒
し
実
施
）

○
初

回
助

成
と

男
性

不
妊

へ
の

助
成

拡
充

【
平

成
２

７
年

度
補

正
予

算
額

：
７

．
１

億
円

】

⇒
初
回

の
助
成
額

の
増

額
と

男
性

不
妊

治
療

の
助

成
を
拡

大
す
る

。

①
出

産
に

至
る

割
合

が
多

い
初

回
治

療
の
助
成

額
を
１

５
万
円

⇒
 
３
０

万
円

に
拡

充
（

治
療
費

の
約

5
0
％

⇒
約

1
0
0
％

を
カ
バ

ー
）

②
不

妊
の

原
因

が
男

性
に

あ
る

場
合

に
精

子
回

収
を
目

的
と
し

て
行
わ

れ
る

手
術

療
法

で
あ
る

「
Ｔ
Ｅ

Ｓ
Ｅ

」
等

を
実

施
し

た
場

合
に

、

１
５

万
円

を
上

乗
せ

し
て

助
成

（
治
療

費
の
約

50
％
を

カ
バ

ー
）

※
 
精
子
回

収
を

目
的
と

し
た

手
術
療

法
と
し
て

は
TE
SE

が
主
流

。
中
で
も

、
手
術
用

顕
微
鏡
を

用
い

て
精

巣
内

よ
り
精

子
を

回
収
す

る
方

法

（
mi
cr

o
di

ss
ec
ti
o
n
-T

ES
E
）

は
、
1
回
当
た
り
30

万
～
50
万
円

の
費
用

が
か
か

る
。
無
精
子

症
に

対
し
て

も
６

割
程
度
の

精
子
回

収
率

が
期
待

さ
れ
、

有
効

な
治
療
法

。

治
療

内
容

費
用

排
卵
誘

発
・

排
卵

周
期

を
確

認
す

る
た

め
の

超
音

波
検

査
、

薬
剤

の
投

与
。

3
0
,0

00
円

～

採
卵

・
採

卵
、

麻
酔

、
培

養
（

培
養

液
に

つ
け

て
管

理
す

る
こ

と
）

、
薬

剤
投

与
。

1
2
7,

00
0円

～

採
精

・
採

っ
た

精
子

を
調

整
（

運
動

良
好

精
子

を
回

収
す

る
）

。
1
0
,0

00
円

～

受
精

・
受

精
、

培
養

（
細

胞
分

裂
の

進
行

具
合

の
確

認
、

所
要

２
～

５
日

）
。

6
5
,0

00
円

～

胚
移

植
・

胚
移

植
、

移
植

後
の

ホ
ル

モ
ン

補
充

の
た

め
の

薬
品

投
与

。
1
3
0,

00
0円

～

⇒
男

性
に

対
す

る
治

療
が

必
要

な
場

合
・

手
術

用
顕

微
鏡

を
用

い
て

精
巣

内
よ

り
精

子
を

回
収

（
TE

SE
）

※
（

※
）

＋
30
万

円
～

合
計

：
３

６
２

，
０
０

０
円
～

⇒
Ｔ
Ｅ

Ｓ
Ｅ

実
施

の
場

合
（

※
）

合
計

：
６

６
２

，
０

０
０

円
～

合
計

：
３

６
２

，
０
０

０
円
～

⇒
Ｔ
Ｅ

Ｓ
Ｅ

実
施

の
場

合
（

※
）

合
計

：
６

６
２

，
０

０
０

円
～

現
行

：
１

５
万

円
を
助

成
（
治

療
費

の
約
５

０
％
）

現
行

：
１

５
万

円
を
助

成
（
治

療
費

の
約
５

０
％
）

①
初

回
治

療
の

場
合

助
成

額
を

３
０

万
円

に
拡
充

（
治

療
費

の
約

１
０

０
％

）

②
Ｔ

Ｅ
Ｓ

Ｅ
を

実
施

し
た

場
合

１
５

万
円

を
上

乗
せ

し
て

助
成
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入
院
児
童
等
家
族
宿
泊
施
設
整
備
事
業

入
院
児
童
等
家
族
宿
泊
施
設
整
備
事
業

【
要
求
主
旨
】

小
児

が
ん

な
ど

の
治

療
を

行
う

医
療

機
関

は
、

首
都

圏
な

ど
大

都
市

に
集

中
し

て
お

り
、

こ
う

し
た

医
療

機
関

に
は

、
遠

隔
地

か
ら

多
数

の
子

ど
も

が
受

診
に

来
て

お
り

、
こ

の
た

め
付

添
家

族
は

長
期

間
の

滞
在

を
余

儀
な

く
さ

れ
て

い
る

。
家

族
の

経
済

的
負

担
を

軽
減

す
る

と
と

も
に

、
入

院
児

童
等

の
情

緒
不

安
を

解
消

す
る

た
め

、
家

族
が

宿
泊

し
、

子
ど

も
と

の
ふ

れ
あ

い
が

で
き

る
部

屋
を

医
療

機
関

等
に

整
備

す
る

。

【
事
業
内
容
】

＜
補

助
対

象
＞

都
道

府
県

等
が

行
う

入
院

児
童

等
家

族
宿

泊
施

設
の

施
設

整
備

事
業

＜
補

助
か

所
数

＞
２

０
か

所

＜
補

助
額

＞
１

か
所

当
た

り
標

準
的

規
模

（
５

室
２

０
０

㎡
）

の
場

合
5
1
,2

0
0
千

円

＜
補

助
率

＞
３

／
４

（
国

3
/4

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

1
/1

2
、

設
置

者
2
/1

2
）

【
２
７

年
度

補
正

予
算
額

：
７

．
７

億
円

】
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【
参
考
：
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
】

待
機

児
童

解
消

を
確

実
な

も
の

と
す

る
た

め
の

保
育

所
の

整
備

等
（

平
成

２
７

年
度

補
正

予
算

額
：

５
１

１
億

円
）

目
的 待

機
児

童
解

消
を

確
実

な
も

の
と

す
る

た
め

、
平

成
2
9
年

度
末

ま
で

の
保

育
の

受
け

皿
整

備
を

4
0
万

人
か

ら
5
0
万

人
に

拡
大

し
、

「
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
」

に
基

づ
く

保
育

所
等

の
整

備
な

ど
の

前
倒

し
を

図
る

。

事
業
概
要

○
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
（

平
成

2
9
年

度
末

ま
で

に
保

育
の

受
け

皿
拡

大
を

約
4
0
万

人
）

は
、

市
町

村
の

積
極

的
な

取
組

に
よ

り
、

約
4
5
.6

万
人

に
拡

大
す

る
見

込
み

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
当

初
の

拡
大

量
か

ら
の

増
加

分
で

あ
る

約
5
.6

万
人

分
の

保
育

所
の

施
設

整
備

費
等

を
支

援
。

○
待

機
児

童
は

低
年

齢
児

（
０

～
２

歳
児

）
に

多
い

こ
と

か
ら

、
新

た
に

小
規

模
保

育
事

業
所

の
施

設
整

備
費

に
つ

い
て

も
補

助
対

象
と

す
る

。
○

近
隣

住
民

等
に

配
慮

し
た

防
音

対
策

と
し

て
、

保
育

所
等

（
既

存
園

を
含

む
。

）
に

防
音

壁
の

設
置

に
要

す
る

経
費

を
支

援
。

対
象
事
業

［
施

設
整

備
］

(※
)

保
育

所
等

整
備

事
業

、
小

規
模

保
育

整
備

事
業

（
2
.8

万
人

分
）

【
３

８
３

億
円

】
［

改
修

費
］

(※
) 

賃
貸

物
件

に
よ

る
保

育
所

改
修

等
支

援
事

業
、

小
規

模
保

育
改

修
費

等
支

援
事

業
（

2
.8

万
人

分
）

【
１

１
８

億
円

】
［

そ
の

他
事

業
］

保
育

所
等

防
音

壁
設

置
事

業
【

９
．

２
億

円
】

実
施
主
体

市
町

村
（

特
別

区
含

む
。

）
＊

「
施

設
整

備
」

及
び

「
改

修
費

」
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
の

「
安

心
こ

ど
も

基
金

」
に

積
み

増
し

を
行

い
実

施
。

＊
「

そ
の

他
事

業
」

に
つ

い
て

は
、

保
育

所
等

整
備

交
付

金
の

一
事

業
と

し
て

実
施

。

補
助
率

１
／

２
（

※
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
に

参
加

す
る

場
合

は
２

／
３

）

※
 消

費
税

財
源

を
活

用
し

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制

度
を

通
じ

て
、

地
方

自
治

体
を

強
力

に
支

援
。

※
 事

業
主

拠
出

金
財

源
を

活
用

し
、

企
業

主
導

型
の

多
様

な
就

労
形

態
に

対
応

し
た

保
育

サ
ー

ビ
ス

の
拡

大
を

支
援

。
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１
．
保
育
士
修
学
資
金
貸
付

○
貸
付
額
（
上
限
）

ア
学

費
5
万
円
（
月
額
）

イ
入
学
準
備
金
2
0
万
円
（
初
回
に
限
る
）

ウ
就
職
準
備
金
2
0
万
円
（
最
終
回
に
限
る
）

エ
生
活
費
加
算
4
.2
万
円
程
度
（
月
額
）

※
生
活
保
護
受
給
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
経
済
状
況
の
者
に
限
る

○
貸
付
額
（
上
限
）
5
.4
万
円
の
半
額
（
月
額
）

※
貸
付
期
間
は
１
年
間

○
貸
付
額
（
上
限
）
就
職
準
備
金
2
0
万
円

２
．
保
育
補
助
者
雇
上
支
援

～
保
育
士
の
負
担
を
軽
減
～

３
．
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
士
の
保
育
所

復
帰
支
援

～
保
育
料
の
一
部
を
支
援
～

４
．
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援

～
就
職
準
備
金
に
よ
る
掘
り
起
こ
し
～

○
新
た
に
、
保
育
士
の
雇
用
管
理
改
善
や
労
働
環
境
改
善
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
保
育
事
業
者
に
対
し
、
保
育
士
資
格
を
持
た
な
い
保
育

補
助
者
の
雇
い
上
げ
に
必
要
な
費
用
の
貸
付
け
メ
ュ
ー
を
創
設
し
、
保
育

士
の
負
担
を
軽
減

○
保
育
補
助
者
が
原
則
と
し
て
３
年
間
で
保
育
士
資
格
を
取
得
又
は
こ
れ

に
準
じ
た
場
合
、
返
還
を
免
除

○
新
た
に
、
未
就
学
児
を
有
す
る
潜
在
保
育
士
が
支
払
う
べ
き
未
就
学
児

の
保
育
料
の
一
部
の
貸
付
け
メ
ニ
ュ
ー
を
創
設
し
、
再
就
職
を
促
進

○
再
就
職
後
、
２
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
を
免
除

○
新
た
に
、
潜
在
保
育
士
が
再
就
業
す
る
場
合
の
就
職
準
備
金
の
貸
付

け
メ
ニ
ュ
ー
を
創
設
し
、
保
育
士
の
掘
り
起
こ
し
を
促
進

○
再
就
職
後
、
２
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
を
免
除

新
規

○
貸
付
額
（
上
限
）
2
9
5
.3
万
円
（
年
額
）

※
貸
付
期
間
は
最
長
３
年
間

○
保
育
士
養
成
施
設
に
通
う
学
生
に
対
し
、
修
学
資
金
の
一
部
を
貸
付
け

○
卒
業
後
、
５
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
を
免
除

※
補
助
率
は
現
行
３
／
４
→
９
／
１
０
に
引
き
上
げ

新
規

新
規

借
り

受
け

た
修

学
資

金
等

の
返

済
を

全
額

免
除

。
①
５
年
間
（
指
定
保
育
士
養
成
施
設
等
卒
業
者
）

②
２
～
３
年
間
（
そ
の
他
）

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
・
指
定
都
市

☆
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
に
よ
り
保
育
士
確
保
策
を
強
化
す
る

☆
補
助
率
を
９
／
１
０
に
嵩
上
げ
し
て
実
施

☆
勤
務
環
境
改
善
の
た
め
の
保
育
補
助
者
の
雇
上
費
や
保
育
料
の
一
部
、
就
職
準
備
金
の
貸
付
け
メ
ニ
ュ
ー
を
新
た
に
創
設

保
育
所
等
に
勤
務

改
善

保
育

人
材

確
保

の
た

め
の

取
組

の
推

進
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

等
事

業
（

平
成

2
7

年
度

補
正

予
算

額
：

５
６

６
億

円
）
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保
育
士
修
学
資
金
貸
付
事
業

（
平
成
2
7
年
度
補
正
予
算
額
：
１
５
５
億
円
）

【
目

的
】

指
定

保
育

士
養

成
施

設
に

在
学

し
、

保
育

士
資

格
の

取
得

を
目

指
す

学
生

に
対

し
修

学
資

金
を

貸
し

付
け

、
も

っ
て

こ
れ

ら
の

者
の

修
学

を
容

易
に

す
る

こ
と

に
よ

り
、

質
の

高
い

保
育

士
の

養
成

確
保

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

【
貸

付
対

象
者

】
児

童
福

祉
法

第
１

８
条

の
６

に
規

定
す

る
指

定
保

育
士

養
成

施
設

に
在

学
す

る
者

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

（
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
が

適
当

と
認

め
る

団
体

を
含

む
）

【
貸

付
額

】
○

月
額

５
万

円
以

内
（

貸
付

期
間

は
２

年
間

を
限

度
）

○
貸

付
の

初
回

に
入

学
準

備
金

と
し

て
2

0
万

円
以

内
、

卒
業

時
に

就
職

準
備

金
と

し
て

2
0

万
円

以
内

を
そ

れ
ぞ

れ
加

算
※

貸
付

利
子

は
無

利
子

※
貸

付
申

請
時

に
生

活
保

護
受

給
世

帯
等

の
者

に
つ

い
て

は
、

生
活

費
の

一
部

と
し

て
加

算
あ

り

【
修

学
資

金
の

返
還

免
除

】
貸

付
け

を
受

け
た

者
が

、
指

定
保

育
士

養
成

施
設

卒
業

か
ら

１
年

以
内

に
保

育
士

登
録

を
行

い
、

修
学

資
金

の
貸

付
け

を
受

け
た

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

の
区

域
内

等
の

保
育

所
等

に
お

い
て

保
育

士
と

し
て

５
年

以
上

従
事

し
た

と
き

は
、

修
学

資
金

の
返

還
を

免
除

【
補

助
率

】
国

：
９

／
１

０
地

方
：

１
／

１
０

※
国

の
負

担
割

合
を

現
行

３
／

４
→

９
／

１
０

に
引

き
上

げ

【
実

施
主

体
】

【
保

育
士

養
成

施
設

の
学

生
】

貸
付

○
保
育
士
養
成
施
設
で
受
講

（
2
年
間
。
た
だ
し
、
夜
間
・
通
信
制
は
３
年
間
）

貸
付
金
の
返
済
を

全
額
免
除

○
保
育
所
等
に
保
育
士
と
し
て
勤
務

卒 業

５
年
間

（他
産
業
に
就
職
又
は
未
就
労
）

貸
付
金
を
実
施
主

体
に
返
還

（
途
中
で
他
産
業
に
転
職
、
自
己
都
合
退
職
等
）

（
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
予
算
額
５
６
６
億
円
の
内
数
）

（
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
予
算
額
５
６
６
億
円
の
内
数
）
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保
育
補
助
者
雇
上
支
援
事
業

（
平
成
2
7
年
度
補
正
予
算
額
：
３
５
３
億
円
）

【
目

的
】

保
育

所
等

に
お

け
る

保
育

士
の

負
担

を
軽

減
し

、
保

育
士

の
離

職
防

止
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
保
育
士
の
雇
用
管
理
改
善
や
労
働
環
境
改
善
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
保
育
事
業
者
に
対
し
、
保
育
士
資
格
を
持
た
な
い
保
育
補
助
者
の
雇
い
上
げ
に
必
要
な
費
用
の
貸
付
け
を
行
う
。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

（
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
が

適
当

と
認

め
る

団
体

を
含

む
）

【
貸

付
額

】
保

育
補

助
者

に
係

る
賃

金
（
最
高
2
,9
5
3
千
円
（
年
額
）
）

※
貸

付
期

間
は

3
年

間
を

限
度

【
保

育
補

助
者

の
業

務
】

保
育

所
等

に
勤

務
す

る
保

育
士

の
補

助
（

具
体

例
）

保
育

日
誌

の
記

入
、

翌
日

の
準

備
、

定
期

的
な

行
事

の
準

備
及

び
当

日
対

応
、

保
育

士
と

の
共

同
に

よ
る

保
育

の
実

施
な

ど

【
貸

付
金

の
返

還
免

除
】

保
育

補
助

者
を

採
用

後
、

当
該

保
育

補
助

者
が
原
則
と
し
て
３
年
以
内
に
保
育
士
資
格
を
取
得
又
は
こ
れ
に
準
じ
た
場
合
は
、
貸
付
金
の
返
還
を
免
除

【
保

育
所

等
】

【
実

施
主

体
】

貸
付

雇
上

○
保
育
所
等
に
お
い
て
保
育
士
の
補
助

・
保
育
日
誌
の
記
入

・
翌
日
や
行
事
に
向
け
た
準
備
と
対
応

・
保
育
士
と
の
共
同
に
よ
る
保
育
の
実
施
な
ど

・
保
育
士
と
し
て
引
き
続
き
勤
務

・
貸
付
金
の
返
済
を
全
額
免
除

○
保
育
士
養
成
施
設
で
受
講
修
了

（
夜
間
・
通
信
制
は
３
年
間
）

貸
付
金
を
実
施
主

体
に
返
還

保
育
士
資
格
を
取
得
せ
ず
に
離
職

【
保

育
補

助
者

】

保 育 士 資 格 取 得

○
保
育
士
試
験
合
格

又
は

・
修
学
資
金
貸
付
に
よ
る

受
講
費
支
援

・
保
育
士
試
験
の
受
験
対
策

費
用
の
一
部
補
助

【
貸

付
条

件
】

・
貸

付
申

請
時

に
お

い
て

、
保

育
補

助
者

が
保

育
士

資
格

取
得

を
目

指
す

こ
と

が
確

認
で

き
る

書
類

（
雇

用
契

約
書

や
誓

約
書

等
）

を
提

出
す

る
こ

と
・

一
定

の
研

修
（

子
育

て
支

援
員

等
）

を
受

講
し

て
い

る
者

か
、

そ
れ

と
同

等
以

上
で

あ
る

と
市

町
村

長
が

認
め

る
者

で
あ

る
こ

と
・

保
育

補
助

者
の

配
置

に
よ

る
具

体
的

な
勤

務
環

境
等

の
改

善
計

画
を

実
施

主
体

に
提

出
し

、
か

つ
、

当
該

計
画

に
基

づ
き

改
善

を
行

う
こ

と
な

ど

保
育
士
の

勤
務
環

境
改

善
⇒

離
職
防

止

保
育

の
担

い
手

の
裾

野
を

拡
げ

保
育

士
増

加
へ

【
補

助
率

】
国

：
９

／
１

０
地

方
：

１
／

１
０

（
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
予
算
額
５
６
６
億
円
の
内
数
）

（
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
予
算
額
５
６
６
億
円
の
内
数
）

研
修
受
講

※
子
育
て
支
援
員

研
修
等

修
了
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【
貸

付
金

の
返

還
免

除
】

当
該

潜
在

保
育

士
が
当
該
保
育
所
等
に
お
い
て
２
年
以
上
勤
務
し
た
と
き
は
、
貸
付
金
の
返
還
を
免
除

未
就
学
児
を
も
つ
潜
在
保
育
士
に
対
す
る
保
育
所
復
帰
支
援
事
業

（
平
成
27
年
度
補
正
予
算
額
：
１
４
億
円
）

【
目

的
】

未
就

学
児

を
も

つ
潜

在
保

育
士

（
保

育
士

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
っ

て
、

保
育

士
と

し
て

勤
務

し
て

い
な

い
者

）
が

、
保

育
士

と
し

て
保

育
所

へ
の

勤
務

を
希

望
す

る
場

合
、

当
該
保
育
士
の
未
就
学
児
を
保
育
所
等
に
優
先
的
に
入
所
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
保
育
士
が
支
払
う
べ
き
未
就
学
児
の
保
育
料
の
一
部
に
つ
い
て
貸
付
け
を

行
う

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

（
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
が

適
当

と
認

め
る

団
体

を
含

む
）

【
潜

在
保

育
士

】
【

保
育

所
等

】

【
実

施
主

体
】

再
就

職

子
ど

も
の

保
育

所
へ

の
入

所

子
ど
も
の
保
育
所

入
所
の
優
先
決
定

保
育
料
の

半
額
を
貸
付

【
貸

付
額

】
保
育
料
（
１
月
当
た
り
最
大
5
4
,0
0
0
円
）
の
半
額

※
貸

付
期

間
は

１
年

間
を

限
度

【
貸

付
条

件
】

当
該
潜
在
保
育
士
の
子
ど
も
を
保
育
所
等
に
優
先
入
所
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
確
認
で
き
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と

【
補

助
率

】
国

：
９

／
１

０
地

方
：

１
／

１
０

（
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
予
算
額
５
６
６
億
円
の
内
数
）

（
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
予
算
額
５
６
６
億
円
の
内
数
）
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潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援
事
業

（
平
成
2
7
年
度
補
正
予
算
額
：
４
４
億
円
）

【
概

要
】

潜
在
保
育
士

（
保

育
士

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
っ

て
、

保
育

士
と

し
て

勤
務

し
て

い
な

い
者

）
が
、
保
育
士
と
し
て
保
育
所
に
勤
務
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
場
合
、
就

職
準
備
金
の
貸
付
け
を
行
う

【
潜

在
保

育
士

】
【

保
育

所
等

】

【
実

施
主

体
】

再
就

職

就
職
準
備
金

の
貸
付

申
請

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

（
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
が

適
当

と
認

め
る

団
体

を
含

む
）

【
貸

付
金

の
返

還
免

除
】

当
該

潜
在

保
育

士
が
当
該
保
育
所
等
に
お
い
て
２
年
以
上
勤
務
し
た
と
き
は
、
貸
付
金
の
返
還
を
免
除

【
貸

付
額

】
就
職
準
備
金
2
0
万
円

（
１

回
を

限
度

）

【
貸

付
条

件
】

貸
付

申
請

時
に

お
い

て
、
就
職
準
備
金
の
使
途
を
明
示
す
る
こ
と

（
具

体
例

）
宿

舎
借

り
上

げ
に

伴
う

礼
金

や
仲

介
手

数
料

、
通

勤
用

自
転

車
の

購
入

費
な

ど

【
補

助
率

】
国

：
９

／
１

０
地

方
：

１
／

１
０

（
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
予
算
額
５
６
６
億
円
の
内
数
）

（
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
予
算
額
５
６
６
億
円
の
内
数
）
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【
概

要
】

保
育

所
等

に
お

け
る

保
育

士
の

業
務

負
担

軽
減

を
図

る
た

め
、

負
担

と
な

っ
て

い
る

書
類

作
成

業
務

に
つ

い
て

、
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
推

進
の

た
め

の
保

育
シ

ス
テ

ム
（

指
導

計
画

や
シ

フ
ト

表
の

作
成

等
）

の
購

入
に

必
要

な
費

用
を

支
援

す
る

。
ま

た
、

保
育

所
等

に
お

け
る

事
故

防
止

や
事

故
後

の
検

証
の

た
め

の
カ

メ
ラ

の
設

置
に

必
要

な
費

用
を

支
援

す
る

。
【

実
施

主
体

】
市

町
村

【
補

助
率

】
国

3
／

4
地

方
１

／
4

【
補

助
単

価
】

・
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
推

進
：

シ
ス

テ
ム

購
入

費
最

高
1

0
0

万
円

（
１

か
所

当
た

り
）

・
カ

メ
ラ

設
置

：
最

高
1

0
万

円
（

１
か

所
当

た
り

）

保
育

所
等

保
育
支
援
シ
ス
テ
ム

の
導
入

○
指
導
計
画
（
年
間
・
月
間
・
週
間
）
の
作
成

○
園
児
台
帳
の
作
成
・
管
理

主
な
内
容
：
家
族
の
連
絡
先
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
身
体
測
定
、
出
生
時
記
録
、
既
往
症
、
か
か
り
つ
け
医
師
、

生
活
記
録
、
健
診
と
予
防
な
ど

保
育
指
針
に
沿
っ
た
テ
ン
プ
レ
ー
ト
の

活
用
等
に
よ
り
作
業
を
効
率
化

成
長
記
録
等
の
管
理
や
保

護
者
へ
の
メ
ー
ル

連
絡

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
式
に
よ
る

出
欠
管
理
及
び
出
欠

デ
ー
タ
に
連
動
し
た

保
護
者
請
求
書
の
作
成

園
児
台
帳
と
連
動
し
た

保
育
日
誌
の
作
成

事
故
や
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
、

相
談
・
苦
情
に
つ
い
て

デ
ー
タ
管
理

デ
ー
タ
連
動
や
一
括
処
理
等
に
よ
り
保
育
士
等
の
負
担
を
軽
減

【
自

治
体

】

費
用

の
補

助

カ
メ
ラ
の
設
置

事
故
防
止
や
事
故
後
の
検
証
が
可
能
に

書
類
作
成
効
率
化
に
よ
る

勤
務
環
境
改
善

保
護
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
向
上

安
全
な
環
境

保
育
所
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
等
事
業

（
平

成
27

年
度

補
正

予
算

額
：

１
４

８
億

円
）
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＜
趣

旨
・

目
的

＞

○
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

お
い

て
は

、
本

年
３
月
に
策

定
さ
れ

た
「
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ

運
営
指

針
」

に
お
い

て
、

・
子

ど
も
の

育
成

支
援

の
目

標
や

計
画

・
日

々
の

子
ど

も
の

状
況

や
育

成
支

援
の
内

容
記

録

な
ど

を
作

成
す

る
こ

と
を

求
め

て
い

る
こ

と
か
ら

、
こ

れ
ら

の
対
応

に
伴
う
放

課
後

児
童

支
援

員
等

の
負

担
軽

減
を

図
る

た
め

、
パ

ソ
コ

ン
や

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
購

入
に

必
要

な
経
費

に
つ

い
て

支
援

を
行
う
。

＜
補

正
事

由
＞

Ｉ
Ｃ

Ｔ
の

活
用

に
よ

り
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

お
け

る
業

務
負

担
を

軽
減

す
る

こ
と

で
、

放
課

後
児

童
支

援
員

等
の

勤
務

環
境

を
改

善
さ

せ

る
こ

と
に

よ
り

、
離

職
防

止
を

早
期

に
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
補

正
計

上
す

る
。

＜
事

業
内

容
＞

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

が
、

事
務

負
担

の
軽

減
の

た
め

パ
ソ

コ
ン

等
を

購
入

す
る

際
に

そ
の

費
用

に
つ

い
て

支
援

す
る

。

＜
実

施
主

体
＞

市
区

町
村

（
民

間
団

体
等

へ
の

委
託

等
も

可
）

＜
補

助
率

＞

国
３

／
４

（
市

町
村

１
／

４
）

＜
補

助
単

価
＞

1
か

所
５

０
万

円

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
勤
務
環
境
の
改
善

【
平
成

２
７

年
度

補
正

予
算

額
：

７
．

９
億
円

】

育
成
支
援
計
画
や
子
ど
も
の
日
々

の
記
録
等
に
つ
い
て
デ
ー
タ
上
で

作
成
・
管
理
す
る
た
め
の
パ
ソ
コ
ン

や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
購
入
を
支
援
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ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
事
業

【
目
的

】
高
等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

を
活

用
し
て

養
成

機
関

に
在

学
し
、
就

職
に
有

利
な
資

格
の

取
得

を
目

指
す

ひ
と

り
親

家
庭

の
親

に
対

し
入

学
準
備

金
・

就
職
準

備
金

を
貸

し
付

け
、

こ
れ

ら
の

者
の
修

学
を
容

易
に
す

る
こ

と
に

よ
り

、
資

格
取

得
を

促
進

し
、

自
立

の
促

進
を

図
る

こ
と
を

目
的

と
す
る

。

【
貸

付
対

象
者

】
ひ
と
り

親
家
庭

の
親

で
あ

り
、

高
等

職
業

訓
練

促
進

給
付

金
の
支

給
対

象
。

【
貸

付
額

】
○

養
成
機

関
へ

の
入

学
時

に
、

入
学

準
備

金
と
し

て
50

万
円

を
貸

付
。

○
養
成
機

関
を

修
了

し
、

か
つ

、
資

格
を
取
得

し
た

場
合

に
、
就

職
準

備
金

と
し

て
20

万
円

を
貸

付
。

※
無

利
子

（
保
証

人
が

い
な

い
場

合
は

有
利

子
）

【
貸

付
事

業
の

実
施
主

体
】

①
都
道
府

県
又
は
指

定
都

市
（

都
道
府

県
又

は
指
定
都

市
が
適
当

と
認
め
た

者
へ
の

委
託
も
可

能
）

②
都
道
府

県
又

は
指
定
都

市
が

適
当
と

認
め
る

社
会
福

祉
法

人
、
公

益
社

団
法

人
、
公

益
財

団
法

人
な

ど
の

民
間
法

人
（

都
道
府

県
等

が
貸

付
に

当
た
っ
て

必
要

な
指
導
・
助
言

を
行

う
場
合
に

限
る

。
）

【
貸

付
金

の
返

還
免

除
】

貸
付

を
受

け
た

者
が

、
養

成
機

関
卒

業
か

ら
１
年

以
内

に
資

格
を
活
か

し
て

就
職

し
、

貸
付

を
受

け
た

都
道
府

県
又

は
指

定
都

市
の

区
域

内
等

に
お
い

て
、

５
年

間
そ

の
職

に
従

事
し
た

と
き

は
、
貸

付
金

の
返

還
を
免
除

す
る

。【
平
成

２
７

年
度

補
正

予
算

額
：

８
５

億
円

】

【
補
助
率

】
①
の
場

合
９
／
１

０
（

国
９

／
１
０
、

都
道
府

県
又
は
指
定
都

市
１
／
１

０
）

②
の
場

合
定
額
（

９
／

１
０
相

当
）

※
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
は

、
貸

付
実

績
に

応
じ

て
１

／
１

０
相

当
を

負
担

。
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＜
趣
旨

＞
平
成

28
年

度
か

ら
実

施
予

定
の

ひ
と

り
親

家
庭

の
子

ど
も

に
対

す
る

生
活

・
学

習
支

援
事

業
の

円
滑

な
実

施
の

た
め

、
既

存
建

物
の

改
修

費
用

、
机
・
棚

等
の

備
品

の
購

入
費

用
及

び
建

物
を

借
り

上
げ

る
費

用
を

補
助

す
る

。

＜
事
業

概
要

＞
・
既

存
建

物
の

改
修

費
・

備
品

購
入

費
の

補
助

4,
00

0千
円

（
補

助
率

1/
2）

・
礼

金
・

賃
借
料

（
開

始
前

月
分

）
の

補
助

60
0千

円
（

補
助

率
1/

2）
※
実

施
主

体
：

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
・

市
町

村
（
母

子
・

父
子

福
祉

団
体

や
NP

O等
に

委
託

可
）

＜
趣

旨
＞

経
済

的
に

厳
し

い
状

況
に

置
か

れ
た

ひ
と

り
親

家
庭

に
、

行
政

の
支

援
が

確
実

に
つ

な
が

る
よ

う
、

相
談

窓
口

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
向

上
を

図
る

た
め

、
ひ
と

り
親

家
庭

の
相

談
窓

口
の

周
知

に
必

要
な

広
報

啓
発

に
必

要
な

物
品

等
、

ま
た

、
児

童
扶

養
手

当
の

現
況

届
等

の
時

期
等

に
、

子
育

て
・

教
育

・
生
活

、
就

業
、

養
育

費
の

確
保

な
ど

、
ひ

と
り

親
が

抱
え

る
様

々
な

課
題

を
ま

と
め

て
相

談
で

き
る

集
中

相
談

体
制

を
と

る
た

め
に

必
要

な
物

品
等

を
購
入

す
る
た

め
の

経
費

を
補

助
。

＜
事

業
概

要
＞

ひ
と

り
親

家
庭

の
相

談
窓

口
の

認
知

度
向

上
の

た
め

の
看

板
の

作
成

費
、

児
童

扶
養

手
当

の
現

況
届

時
な

ど
、

集
中

相
談

体
制

の
際

に
必

要
な

個
別

相
談

ブ
ー
ス

等
の

購
入

費
な

ど
の

補
助

75
0千

円
（

補
助

率
3／

4
）

※
実

施
主

体
：

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
・

市
・

福
祉

事
務

所
設

置
町

村

平
成
２
７
年
度
補
正
予
算
額
：
７
．
７
億
円

ひ
と
り
親
家
庭
の
相
談
窓
口
等
の
充
実
に
必
要
な
備
品
購
入
等

ひ
と
り
親
家
庭
の
相
談
窓
口
に
必
要
な
備
品
等
の
購
入
費
：
７
．
０
億
円

子
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事
業
の
実
施
準
備
経
費
：
６
４
百
万
円

○
放
課
後

児
童

ク
ラ
ブ

等
の

終
了
後

に
生

活
習

慣
の

習
得

・
学
習
支

援
や
食
事

の
提

供
等

を
行

う
こ
と

が
可

能
な

居
場
所

づ
く
り

の
実

施
。

子
ど

も
の

生
活
・

学
習
支

援
事

業
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児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
）

＜
一

時
保
護

所
に

お
け

る
環

境
改

善
事

業
＞

事
業

内
容

：
児

童
相
談

所
の

一
時

保
護

所
に
お

い
て

、
入

所
事

由
（

虐
待

、
非

行
等

）
に

応
じ

た
個

別
的

ケ
ア

等
、

個
々

の
子

ど
も

の
状

況
に

配
慮

し
た

処
遇

を
図

る
た

め
、

施
設

の
改

修
等

を
実

施
す

る
場

合
の

費
用

に
対

し
て

支
援

を
行

う
。

対
象

施
設

：
児

童
相
談

所
の

一
時

保
護

所
補

助
率

：
改

修
等
に

要
す

る
費

用
の

２
／

３

＜
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

受
入

機
能

強
化

の
た

め
の

整
備

事
業

＞
事
業

内
容

：
一

時
保
護

さ
れ

た
子

ど
も

は
、
保

護
直

後
は

心
身

が
不

安
定

で
あ

り
、

特
に

丁
寧

な
ケ

ア
と

と
も

に
、

落
ち

着
い

て
過

ご
せ

る
空

間
が

必
要

と
な
る

こ
と

か
ら

、
一

時
保

護
委

託
先

と
な

る
児

童
養

護
施

設
等

に
当

該
子

ど
も

の
ケ

ア
に

適
し

た
居

室
等

を
整

備
す

る
場

合
の

費
用

に
対

し
て

支
援

を
行

う
。

対
象

施
設

：
児

童
養
護

施
設

、
乳

児
院

、
児
童

自
立

支
援

施
設

及
び

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
等

補
助

率
：

定
額

（
２

／
３

相
当

）

平
成
2
7
年
度
補
正
予
算
額
：
２
２
億
円

一
時
保
護
さ
れ
た
子
ど
も
の
処
遇
向
上
の
た
め
の
環
境
整
備

１
２
億
円

事
業

内
容

：
子

ど
も
を

よ
り

家
庭

的
な

環
境

で
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
児

童
養

護
施

設
等

の
小

規
模

化
、

施
設

機
能

の
分

散
化

を
進

め
る

と
と

も
に

、
入

所
児

童
の

退
所

に
向

け
た

準
備

を
す

る
た

め
に

、
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

で
一

定
期

間
、

自
立

支
援

の
た

め
の

訓
練

を
行

う
場

所
を

整
備

す
る

。
ま

た
、

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

の
交

付
額

の
嵩

上
げ

（
１

．
３

５
倍

）
を

可
能

と
し

、
自

治
体

や
施

設
の

取
組

を
促

す
。

対
象

施
設

：
児

童
養
護

施
設

、
乳

児
院

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
補

助
率

：
定

額
（
１

／
２

相
当

）

児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
小
規
模
化
等
の
た
め
の
整
備

６
．
０
億
円

事
業

内
容

：
児

童
養
護

施
設

等
の

防
災

対
策

を
推

進
す

る
た

め
、

地
震

防
災

上
倒

壊
等

の
危

険
性

の
あ

る
建

物
の

耐
震

化
を

図
る

た
め

の
改

築
又

は
補

強
等

の
整

備
を

行
う

。
対
象

施
設

：
助

産
施
設

、
乳

児
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
児

童
相

談
所

一
時

保
護

施
設

、
婦

人
保

護
施

設
、

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
補

助
率

：
定

額
（
１

／
２

相
当

）

児
童
養
護
施
設
等
の
耐
震
化
整
備

４
．
０
億
円
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【
目

的
】

児
童
養

護
施

設
や
自

立
援

助
ホ

ー
ム

等
を

退
所
し
た

者
で
あ
っ

て
就
職

し
た
者
又
は
大

学
等
へ
進

学
し

た
者

の
う
ち

、
保
護
者

が
い
な

い
又

は
保
護
者

か
ら
の

養
育

拒
否
等

に
よ
り

、
住
居
や

生
活
費
な

ど
安
定
し
た

生
活
基

盤
の
確

保
が
困
難

な
状
況

に
あ
る
者

又
は

そ
れ

が
見

込
ま

れ
る

者
に

対
し
て
、

家
賃
相

当
額

の
貸

付
や
生

活
費

の
貸
付

を
行

う
こ
と

で
安

定
し

た
生
活
基

盤
を
築
き
、
こ

れ
ら

の
者
の
円

滑
な
自
立
を

支
援
す

る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。
ま
た

、
児
童
養

護
施

設
や

自
立
援

助
ホ

ー
ム
等
に
入

所
中

の
者
等
に
対
し

て
、
就

職
に
必

要
な
各

種
資

格
を

取
得
す

る
た

め
に

必
要

と
な
る

費
用
の

貸
付
を

行
う
こ
と

で
、
こ
れ
ら

の
者

の
円
滑
な

自
立
を

支
援
す
る
こ

と
を

目
的
と
す
る
。

【
貸

付
対

象
者

及
び
貸

付
額

等
】

①
就
職
者

：
就
職
に
よ
り

児
童
養

護
施

設
等
を
退

所
し
た

者
等

で
あ
っ

て
、
保
護
者

が
い
な

い
又
は
保
護
者

か
ら
の

養
育
拒

否
等

に
よ
り

、
住

居
や

生
活
費

な
ど

安
定
し
た

生
活
基

盤
の

確
保
が

困
難
又

は
そ
れ

が
見
込
ま
れ
る

者
。

【
貸

付
額
：

家
賃
貸

付
と

し
て

家
賃
相

当
額

（
生

活
保

護
制

度
に
お
け

る
当
該
地

域
の
住

宅
扶

助
額

を
上

限
）

】
【
貸

付
期

間
：

2年
】

②
進
学
者

：
大
学
等

へ
の
進

学
に

よ
り

児
童
養

護
施
設
等

を
退
所

し
た
者
等

で
あ
っ

て
保
護
者

が
い
な
い

又
は

保
護
者

か
ら
の

養
育
拒

否
等

に
よ
り

、
住
居

や
生

活
費
な
ど

安
定
し

た
生

活
基

盤
の
確

保
が
困

難
又

は
そ
れ

が
見
込
ま
れ
る

者
。

【
貸

付
額
：

家
賃
貸

付
と

し
て

家
賃
相

当
額
（
生

活
保

護
制

度
に
お
け

る
当
該
地

域
の
住

宅
扶

助
額

を
上

限
）

、
生

活
費

貸
付

と
し
て
月

額
5万

円
】

【
貸

付
期

間
：

正
規
修

学
年

数
】

③
資
格
取

得
希

望
者

：
児

童
養

護
施

設
等

に
入
所
中

の
者

等
で
あ
っ

て
、
就

職
に
必

要
な
各

種
資
格
を

取
得
す

る
こ

と
を

希
望

す
る
者

。

【
貸

付
額
：

資
格
取

得
貸

付
と

し
て

実
費
（
上

限
25
万
円

）
】

【
貸

付
事

業
の
実
施
主

体
】

①
都
道
府

県
（
都
道
府

県
が

適
当
と

認
め
た
者
へ

の
委
託
も
可

能
）

②
都
道
府

県
が
適
当

と
認

め
る
社

会
福

祉
法

人
、
公
益
社

団
法

人
、
公
益
財

団
法

人
な
ど
の

民
間
法

人
（

都
道
府

県
が

貸
付

に
当

た
っ
て

必
要
な

指
導
・

助
言

を
行

う
場

合
に
限

る
。

）

【
貸

付
金

の
返
還
免

除
】

一
定

の
条
件
（
家
賃
貸

付
及

び
生
活
費

貸
付

は
５
年
間

の
就
業
継

続
、
資

格
取

得
貸

付
は
２
年

間
の
就

業
継

続
）

を
満

た
し
た

場
合
に

は
返

還
免

除

【
補

助
率

】
①

の
場

合
９
／
１
０

（
国

９
／

１
０
、

都
道
府

県
１
／
１

０
）

②
の
場

合
定
額
（
９

／
１
０
相

当
）

※
都

道
府

県
は

、
貸

付
実

績
に

応
じ

て
１

／
１

０
相

当
を

負
担

児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
に
対
す
る
自
立
支
援
資
金
貸
付
事
業

平
成
2
7
年
度
補
正
予
算
額
：
６
７
億
円
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【
概

要
】

就
職

や
大

学
等

進
学

に
向
け

た
学
習

環
境

を
整
え

る
た

め
、
児

童
養

護
施

設
等

に
入
所

中
の
子
ど

も
等
が
利

用
で
き

る
パ

ソ
コ

ン
の
設

置
に
要
す

る
費

用
を
支

援
す
る

。

【
対

象
施

設
等

】

児
童

養
護

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期
治

療
施

設
、
児

童
自

立
支

援
施
設

、
母

子
生

活
支

援
施
設

、
自

立
援

助
ホ
ー

ム
、

里
親

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
、

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、
婦

人
保

護
施

設
、
婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施
設

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

、
中

核
市

【
補

助
額

】

１
４

０
千
円

（
１

６
歳

以
上

の
子
ど

も
が

３
人

以
上

い
る

場
合

）

２
８

０
千
円

（
１

６
歳
以

上
の

子
ど

も
が

６
人

以
上

い
る

場
合

）

【
補

助
率

】
国

３
／
４

、
都
道

府
県

・
指

定
都

市
・
児

童
相

談
所

設
置

市
・
中
核

市
１
／
４

児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
学
習
環
境
改
善

平
成
2
7
年
度
補
正
予
算
額
：
２
．
０
億
円
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